
足立区公契約条例施行規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、足立区公契約条例（平成２５年足立区条例第４７号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。 

 （公契約の範囲） 

第３条 条例第６条第２号に規定する区長が別に定める契約とは、次に掲げるものとする。 

 （１） 庁舎その他施設（指定管理者による管理を行わないものに限る。以下同じ。）に

おける設備又は機器の運転、管理、保守又は点検の業務に関する契約 

 （２） 庁舎その他施設における電話交換、受付及び案内の業務に関する契約 

 （３） 庁舎その他施設の維持管理又は運営の業務に関する契約 

 （４） 庁舎その他施設の建物清掃の業務に関する契約 

 （５） 庁舎その他施設における警備の業務（警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第

２条第５項に規定する機械警備業務を除く。）に関する契約 

 （６） 庁舎その他施設における給食調理の業務に関する契約 

 （７） 区立学校における用務の業務に関する契約 

 （８） 区内及び区の隣接地域内における車両の運行の業務に関する契約 

 （９） その他、条例の適用を受ける契約として区長が適当と認めるもの 

２ 前項第９号に該当する契約については、これを告示する。 

 （記録の保存期間） 

第４条 条例第７条第３号の規定により作成した記録を保存する期間は、労働基準法（昭和

２２年法律第４９号。以下「法」という。）第１０９条に規定する期間とする。 

 （算定労働時間数） 

第５条 条例第２条第４号アに規定する労働者等が、条例の適用を受ける公契約に係る業務

に従事した場合の算定労働時間数は、当該業務に従事した時間数に、次に掲げる時間数を

加えた時間数とする。 

 （１） １日について８時間又は１週間について４０時間（労働基準法施行規則（昭和２

２年厚生省令第２３号）第２５条の２の規定に該当する場合にあっては４４時間）

を越えて従事した時間数（以下本号及び次号において「時間外労働時間数」という。）

に１００分の２５を乗じた時間数 

 （２） １月の時間外労働時間数が６０時間を超えた場合は、その超えた時間数（法第３

７条第３項の規定により同条第１項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを

要しない時間数を除く。以下本号及び第４号において同じ。）に１００分の２５を

乗じた時間数 

 （３） 前２号の規定にかかわらず、法第３２条の２から第３２条の５までの規定の適用

を受ける労働者等を従事させた場合は、当該労働者等が法第３２条の２から第３２

条の５までの労働時間を超えて従事した時間数（以下本号及び次号において「時間



外労働時間数」という。）に１００分の２５を乗じた時間数 

 （４） 前号の場合において、１月の時間外労働時間数が６０時間を超えた場合は、その

超えた時間数に１００分の２５を乗じた時間数 

 （５） 法第３５条に規定する休日に従事した時間数に１００分の３５を乗じた時間数 

 （６） 午後１０時から翌日の午前５時までの間に従事した時間数に１００分の２５を乗

じた時間数 

 （立入調査をする職員の証明書） 

第６条 条例第１３条第２項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式とする。 

 （公表） 

第７条 条例第１５条第２項に規定する公表事項は、次に掲げるものとする。 

 （１） 公契約の件名及び締結日 

 （２） 受注者又は受注関係者の氏名及び所在地（法人その他の団体にあっては、名称及

び代表者の氏名並びに事務所の所在地） 

 （３） 公契約の解除をした場合は、その日及び理由 

 （４） 公契約の終了後に受注者及び受注関係者が条例の規定に違反したことが判明した

場合は、その違反の内容及びそれに対する措置 

 （５） 前４号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

２ 公表は、区のホームページに掲載する方法により行うものとする。 

 （委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

   付 則（平成２６年２月２１日規則第６号） 

 この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

   付 則（平成２７年３月２日規則第９号） 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

   付 則（平成２７年３月２７日規則第２８号） 

 この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

   付 則（令和４年２月３日規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の足立区公契約条例施行規則の規定は、公布の日以後に指定管理者を

公募した公の施設に係る指定管理者との協定について適用し、同日以前に指定

管理者を公募した公の施設に係る指定管理者との協定については、なお従前の

例による。  
   付 則（令和６年９月３０日規則第６０号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の足立区公契約条例施行規則第３条の規定は、施行日以後に締結



される足立区公契約条例（平成２５年足立区条例第４７号）第６条第２号に規定する契約

（この規則の公布の日前に公募手続を開始したものを除く。）について適用し、施行日前

に締結された足立区公契約条例第６条第２号に規定する契約及び施行日以後に締結された

足立区公契約条例第６条第２号に規定する契約（この規則の公布の日前に公募手続を開始

したものに限る。）については、なお従前の例による。 


